
株式会社あんど
の居住支援事業
について

株式会社あんど
代表取締役 西澤 希和子

西澤 希和子

令和元年度 家賃債務保証業者会議

家賃債務保証業者としての居住支援の実際



事業の概要
① 障がい者 <身体障害・精神障害・発達障害・知的障害（知的重度や触法者含む）>

高齢者・母子・父子家庭、 DV虐待被害者、生活困窮者

住宅確保要配慮者に特化した家賃債務保証業

② 生活サポート付き住居の提供と地域ネットワークによる居住支援事業

③ 権利擁護事業（委任契約、金銭管理等援助サービス等）

④ 障害者相談支援事業（計画相談支援、地域定着支援）

⑤ コンサルティング事業、レンタル事業、研究・研修事業

設立 平成２９年３月１日



賃貸保証会社

障害者

高齢者

保証しない

貸せない

借りれない

設立までの経緯

不動産業・建築業の経営

生活困窮者等へ仕事や

住まいの提供

認知症高齢者

グループホーム運営

市民後見人養成講座卒業

一般社団法人全国住宅産業協会

後見人制度不動産部会委員長

障害福祉サービス業経営
おもに緊急対応を必要と
する障がい者等に住まい

の場所を提供

経営及び経営参与するグ
ループホーム数が３０か
所を超え、＜一人暮らし

＞支援を模索

「共同代表」
高齢者等に特
化した賃貸保
証会社を独自
に立ち上げよ
う！

株式会社あんど
の設立（H29年
３月)

西澤希和子（株）山盛 取締役

友野剛行（株）ふくしねっと工房 代表取締役



： 国土交通省
： 全 国
： 約１,６００社
： 建築・不動産 関連分野全般

マンション分譲、戸建住宅分譲、
注文住宅、仲介、賃貸管理、
企画、設計、リフォーム、
不動産登記…等

： 東京都千代田区麹町5-3-8Ｆ
： 03-3511-0611
： 03-3511-0616
： http://zenjukyo.jp
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■所 管
■対応エリア
■会員数
■所属会員

■事務局
■ＴＥＬ
■ＦＡＸ
■ＵＲＬ

一般社団法人 全国住宅産業協会（略称：全住協）について



前項住宅産業協会 新規事業委員会について
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１．「建築物の耐震化」

２．「後見制度研究」

３．「空き家対策研究」

・東京都庁
第13回「耐震化実践アプローチセミ

ナー」
「個別相談会」

・横浜市

「はじめてのマンション・団地再生セミ
ナー」

・国土交通省、各自治体ほか
・三鷹市「空き家対策セミナー」
・杉並区「空き家対策セミナー」
・北海道本別町
「空き家セミナー・住宅相談会」、「現地調査」等

・東京大学との共同研究（Ｈ27年度～）
定例打合せ、市民後見人養成講座、
フォローアップ研修、セミナー等

・成年後見制度に関する不動産資格
「不動産後見アドバイザー」

・北海道本別町「居住支援協議会」等
少子高齢化
を根本として
密接に関連

■全住協「委員会構成」

・総務委員会
・組織委員会
・政策委員会
・戸建住宅委員会
・中高層委員会
・流通委員会
・新規事業委員会
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全住協、新規事業委員会としての「後見制度と不動産」への取り組みについて

「市民後見人養成講座」 （東京大学）

東京大学との共同研究、スタート



本別町（北海道）、福島県「居住支援協議会」「空き家対策セミナー」
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「あなたのお家（実家）を空き家にしない対策セミナー、座談会」（北海
道本別町）

「十勝毎日新聞」（平成29年10月29日）

座談会「空き家のないまちづくりを目指して」（北海道本別町・足寄
町・陸別町）

「福祉・住宅連携会議 ～ともに活かし、ともに生きる」（福島県居住支
援協議会）



「不動産後見アドバイザー」資格講習会
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「不動産後見アドバイザー資格講習会」（平成29年8月、大
阪）

「不動産後見アドバイザー資格講習会」（平成29年8月、東京大
学）

■受講日程
２日間（10：00～17：10）

■受講者（H29年度）
協会会員事業者

■修了要件
全講義の受講及び理解度確認テストの合格

■講習内容
（１日目）

１．不動産後見アドバイザー 資格の目的・内容
２．高齢社会の現状と成年後見の社会的背景
３．法定後見制度の基礎
４．任意後見制度の基礎
５．判断能力が不十分な人との不動産取引
６．理解度確認テスト（基礎編）

（２日目）
７．後見の申立書等の作成方法
８．判断能力が不十分な人との取引及び支援における留意点
９．民事信託とリバースモーゲージ
10．障がい者の賃貸借契約の実際
11．理解度確認テスト（発展編）

■備 考
平成３０年度、資格講習会の内容・構成・講義内容等について
モデルチェンジを予定

「不動産後見アドバイザー資格講習会」（平成29年10月、福
岡）



改正住宅セーフティネット法について





障がい者の「社会的孤立」(1)

病気
怪我

財産
収入
無い

働きたい 生活の場 親亡き後
自身
高齢化

医
療
保
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生
活
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害
年
金 障害福祉サービス

就労支援 グループホーム 居宅介護
そ
の
他

相 談 支 援

介
護
保
険

障がい者への
社会保障制度の現状

実際には複数のリスクや課題が複雑に絡み合い
制度に乗せるだけでは解決しない場合も多い



＜社会的・政治的要因＞
超少子高齢化
格差の拡大

雇用の流動化
社会保障費のひっ迫

＜環境的要因＞
高度情報化社会の中での

誘惑の増大
バーチャル社会における

人間関係の希薄化

＜家族関係の変化＞
貧困の連鎖

地域・自治体の崩壊
家族そのものの孤立

家庭内の疎関係
虐待の連鎖

＜制度的要因＞
縦割り制度の中でのたらい回し

セーフティネットその物の
機能不全

難解な事務手続き

障がい者の「社会的孤立」(2)

このような様々な要因を背景として、
とりわけ障がい者の＜住まい＞に関するリスクや課題は

複雑に絡み合っている場合が多い



家族との不仲

知識のなさ
ゆえの多額
の借金

誰に相談し
ていいかわ
からない

仕事が続かな
い（周囲の理
解がない）

携帯電話会
社から多額
の請求書

アパートが借り
られない。（家
賃保証が受けら
れない。）

福祉サービスの
使い方が分から
ない

遺産や財産

障がい特性が見
えにくく、周囲
の理解を得られ
ない家族の突然

の他界

障がい者の「社会的孤立」(3)

自分の生活に
合った住まいが
無い

虐待や共
依存家族

そもそも

アパートを借り
るお金が無い



これからの「障がい者等の居住支援」のあり方①
＜障がい者等に住居を貸す側（オーナー、不動産管理会社）の不安について＞
１家賃滞納の不安

家賃支払いの確実な履行がされるか。

２安全確保への不安

（１) 地震や水害の発生などの非常時の際、避難ができるか。

（２）建物や設備がバリアフリーとなっていない。

（３）意思疎通が難しく、いざというときに安全確保ができないのではないか。

（４）自傷行為、自殺の危険はないか。また、パニック発作やてんかん発作が起きたときが不安だ。

３近隣住民等に迷惑をかける不安

（１）火の始末がきちんとできるか。すぐに消防署へ通報できるか。

（２）奇声を発したり、何かをたたいて騒音を出したり、近隣住民に対して迷惑をかけるのではない
か。

４建物や設備の維持への不安

（１) 車いすの人に貸したら、建物が傷むのではないか。

（２) 建物を勝手に改修されてしまうのではないか。

５フォロー体制に対する不安

保証人が緊急時やトラブル発生時に適切に対応してくれるのか不安である。



これからの「障がい者等の居住支援」のあり方②



あんどの「障がい者等の居住支援」のあり方②

権 利 擁 護
委 任 契 約
金 銭 管 理 契 約

居 住 支 援
生 活 の 見 守 り

家 賃 保 証
就職身元保証

生活相談支援
就労支援

各種手続支援

その他生活支援

居

住

支

援

法

人

障害福祉サービス
居 宅 介 護
自 立 生 活 援 助 事 業
重 度 訪 問 介 護

損 害 保 険
借 家 人 賠 償 保 険
包 括 保 険

警 備 保 障
機 械 警 備
火 災 監 視
ラ イ フ リ ズ ム 監 視

相 談 支 援
計 画 相 談 支 援
地 域 定 着 支 援

住宅確保要配
慮 者 住 宅

不動産管理会社

居住支援協議
会

物件オーナー

緊急受入民泊
の利用

リースバック
自 宅 利 用
住 み 続 け る
資 金 確 保









・兄は知的障がいを持ち、長年引きこもり
・弟は兄よりも重い知的障がい
・家はゴミ屋敷で父親は平成２８年に他界
・母親は精神疾患を持ち、家の財産をすべて使い込む
・弟の障害年金もフトコロに入れて、かつ兄の名義でカード
ローンを組み、一時は数百万円に膨れ上がる

・そんな中、母親が自宅で亡くなっているのを弟が発見
・住んでいた家の屋根が老朽化から崩れる恐れがあり
・家賃が払えず管理会社より退去命令が出てすぐにでも引越
をする必要がある

・亡くなった祖母や父親からの遺産相続がある事が判明
・相続人である従弟から相続放棄を迫られた

＜実際の支援ケース①＞



＜協力福祉事業所＞兄弟を短期入所で緊急保護

＜あんど福祉部＞弟の相談支援専門員や利用事業所との打合せ

＜あんど不動産部＞弟の生活の場を準備

一人暮らし＋ヘルパー支援

生活サポート付き住居の提供

＜あんど権利擁護部＞兄弟それぞれの任意後見人を用意

公証役場での立会支援・移行型任意後見契約のお手伝い

＜あんど不動産部＞引きこもりだった兄の社員寮付き雇用先手配

引越支援 就労先との面談支援

＜協力福祉事業所＞ゴミ屋敷となっている貸家のゴミの片づけの手配

＜あんど不動産部＞自宅引き渡し手続き・ライフライン等の精算支援



＜不動産チーム＞相続物件の売却の手配

売却が実現により親の遺した借金が完済

兄弟の手元に多少の財産の確保

＜あんど管理部＞兄弟の金銭管理を行い安定した生活の確保

＜協力サポーター＞地域定着支援を利用して近隣住民とのトラブル回避

＜あんど管理部＞月一回の面談や電話連絡による生活の不便さの解消



＜実際の支援ケース②＞
• いわゆる＜支援困難＞なケースを得意とする事業

父親は認知症が進行、息
子は知的障がいを持ち就
労しているが給料全てを
使い込む。

もはやローンが払えな
い！

親から虐待を受けて児童
養護施設で暮らしていた
卒業して仕事も決まった
が、未成年なので借りれ
ない！

夫からのDVで緊急避難の

為に家を出た。引越費用
は一円無く住むところが
無い、幼い子供を抱えた
母子家庭！

脳性マヒによる車いす生
活。都市部で就職してい
るが、実家が遠い田舎
町。給料がすべて交通費
で消えてしまう。車いす
でも住める家が借りられ
ない！

持ち家で親子3人で暮ら

していたが、息子は大き
な借金をし精神を患い引
きこもり。両親も保証
人。もう返済する事が出
来ず家を売るしかない！

車の事故で下半身不随と
なった車いすの男性。体
重が100キロ起こす巨漢。

自宅の改修費もなく障害
者施設で暮らすしかない
が一人暮らしがしたい！



ご清聴ありがとうございました。


